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【情報公開制度の実施状況】

「開かれた県政」の推進を目指して、昭和62年10月１日に秋田県公文書公開条

例（昭和62年秋田県条例第３号。平成10年秋田県条例第38号により秋田県情報公

開条例に改正されました。以下「条例」といいます。）が施行されましたが、制

度発足からの運用状況は次のとおりです。

１ 請求・公開等の状況

制度発足時からこれまでに公開請求に基づいて公開等をした文書件数は685,766

件であり､公開請求の対象となった行政文書について､全部を公開したものが389,299

件、一部を公開したものが290,499件、非公開としたものは5,968件でした（公開

率：99.1％）。

また、平成27年度に公開請求に基づいて公開等をした文書件数は22,263件であ

り（前年度比10.7％増）、公開請求の対象となった行政文書について､全部を公開

したものが16,041件、一部を公開したものが5,771件、非公開としたものは451件

でした(公開率：98.0％)｡

非公開とした451件のうち303件は全部非公開によるもの、147件は文書不存在に

よるもの、１件は文書が存在しているかどうかを答えることができない存否応答

拒否によるものです。

（備考）
公開件数＋部分公開件数

公開率 ＝ × 100
決定件数（公開件数＋部分公開件数＋非公開件数）

（単位：件）

H20まで H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 計

9,220 1,105 1,421 1,799 2,126 1,777 2,268 2,668 22,384

取下げ件数 473 29 55 86 78 66 120 176 1,083

378 65 45 43 42 32 21 74 700

請求却下 20 1 － － － 3 1 － 25

592,675 9,602 8,393 10,728 11,968 10,034 20,103 22,263 685,766

公開 319,616 7,418 7,333 8,418 9,207 7,995 13,271 16,041 389,299

部分公開 269,219 1,723 774 2,065 2,499 1,833 6,615 5,771 290,499

非公開 3,840 461 286 245 262 206 217 451 5,968

文　書　件　数

請　求　件　数

年     度

20,5761,010 1,321 1,670 2,006 2,418

請求対象の文
書全てが不存
在の件数

公開等実施
件数

1,676 2,1268,349
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２ 実施機関別に見た公開等の状況

公開請求に基づいて公開等をした文書件数を実施機関別に見ると､知事の584,111

件（全体の85.2％）が最も多く、次いで教育委員会の57,618件（全体の8.4％）が

多くなっており、知事と教育委員会で全体の93.6％を占めています。

（備考) 公営企業管理者は、平成18年３月末で廃止されました。

（単位：件）

年     度 H20まで H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 計

515,185 8,646 7,714 8,955 10,854 8,712 13,469 10,576 584,111

1,178 4 253 1,103 13 124 25 9,714 12,414

54,973 290 164 178 285 464 381 883 57,618

2,878 411 140 213 13 138 5,905 830 10,528

1,739 0 2 0 0 0 0 2 1,743

8,398 0 2 46 6 0 0 0 8,452

3 0 0 2 0 0 0 1 6

1,294 251 118 226 796 596 311 256 3,848

2,370 0 0 0 0 0 0 0 2,370

1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 5

4,641 - - - - - - - 4,641

9 0 0 5 1 0 12 1 28

592,675 9,602 8,393 10,728 11,968 10,034 20,103 22,263 685,766

労 働 委 員 会

知 事

議 会

教 育 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

人 事 委 員 会

監 査 委 員

公 安 委 員 会

警 察 本 部 長

収 用 委 員 会

海 区 漁 業 調 整 委 員 会

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会

公 営 企 業 管 理 者

地方独立行政法人

合　　　計



- 3 -

３ 非公開の理由別件数

情報公開制度は公開を原則としていますが、実施機関が無制限に全ての行政文

書を公開した場合、それにより個人、法人等の権利若しくは利益又は公共の利益

を害することも予想されることから、条例第６条第１項において、原則公開の例

外として実施機関が非公開とする根拠を定めるとともに、同項各号において、そ

の判断基準として、非公開とすることができる情報の範囲を定めています。

条例第６条第１項各号の規定により、非公開（部分公開を含みます。）とした

理由及び文書件数は次のとおりです。

（備考） 表に掲載している項目のうち条例第６条第１項各号に規定する非公開情報（「個人に関する情

報」から「法令秘情報」までの項目を指します。）は、条例の施行時に規定されていた項目であり、

その後の条例の改正により現在では次のとおり削除され、又は分割されています。

なお、表の項目については、年度ごとの推移を把握するため、条例改正前の項目により文書件数

を掲載しています。

⑴ 「国等との協力関係情報」は、平成14年４月１日より削除されています。

⑵ 「行政運営情報」は、平成14年４月１日より「審議・検討情報」、「事務・事業情報」及び

「信頼関係情報」に分割されています。

⑶ 「個人の生命、身体等の保護、犯罪の予防等に係る情報」は、平成14年４月１日より「公共

安全情報」及び「人の生命、身体等に係る情報」に分割されています。

(単位：件）
H22まで H23 H24 H25 H26 H27 合計

159,704 1,620 1,872 808 1,542 4,850 170,396

151,591 751 733 538 728 935 155,276

352 － － － － － 352

104,826 317 358 274 385 573 106,733

697 56 398 361 121 51 1,684

61 9 58 0 0 0 128

1,302 172 139 124 89 147 1,973

27 0 3 2 6 1 39

418,560 2,925 3,561 2,107 2,871 6,557 436,581

個人の生命、身体等の保護、犯罪
の予防等に係る情報

法令秘情報

不存在

存否応答拒否

合　　　計

非 公 開 理 由
個人に関する情報

法人等に関する情報

国等との協力関係情報

行政運営情報
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４ 不服申立ての状況

⑴ これまでの不服申立ての状況

公開請求に対し実施機関が行った部分公開又は非公開の決定について、行政

不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定に基づき、これまでに不服申立てが

なされたものは122案件で、その処理状況は次のとおりです。

（備考） 「不服申立て案件数」と「処理状況」は不服申立てがあった年度を基準として集計しており、年

度ごとに「不服申立て案件数」と「処理状況の各項目を合計した件数」は等しくなります。ただし、

平成20年度及び平成24年度は、１件の不服申立てに対して複数の処理（例：「棄却及び一部認容」

等）を行った案件があるため、「不服申立て案件数」より「処理状況の各項目を合計した件数」が

多くなっています。

（単位：件）

取下げ 棄却 認容 一部認容

17年度まで 82 7 43 4 28
18 年 度 3 0 2 0 1
19 年 度 4 0 2 1 1
20 年 度 2 0 2 0 1
21 年 度 2 0 1 0 1
22 年 度 3 0 2 0 1
23 年 度 1 0 1 0 0
24 年 度 10 0 7 1 3
25 年 度 8 1 6 0 1
26 年 度 6 0 4 0 1 １件の案件について審議中

27 年 度 1 0 0 0 0 １件の案件について審議中

計 122 8 70 6 38

不服申立て
案 件 数

処　　理　　状　　況
備　考
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⑵ 不服申立ての処理状況

平成27年度に秋田県情報公開審査会から答申がなされたものは、次のとおり

です。

秋田県情報公開審査会 不服申立てに

諮 問 不 服 件 名 担 当 の審査状況 対する決定等

申立て 諮 問 答 申 答 申 の内容

番 号 年月日 課 所 年月日 年月日 内 容 決 定 決定内容

年月日

119 26.６.20 秋田県警察本部交通管制セ 知 事 26. 27. 非公開とし 27. 一部

ンターの調査結果報告書の ７.８ ５.15 た部分の一 ５.27 認容

部分公開決定処分に対する 部を公開す

異議申立てに関する件 べき

121 26.10.７ 超音波式車両感知器の感知 警察本部長 26. 27. 不存在によ 27. 棄却

情報を記録した行政文書の 10.23 ８.25 る非公開決 ９.２

不存在による非公開決定処 定は妥当

分に対する審査請求に関す

る件

122 26.10.７ 交通管制センター中央装置 警察本部長 26. 27. 非公開決定 27. 棄却

台帳の非公開決定処分に対 10.23 12.２ は妥当 12.16

する審査請求に関する件

124 27.３.16 ぱちんこ遊技機の遊技記録 警察本部長 27. 28. 不存在によ 28. 棄却

に係るホールコンピュータ ３.26 １.21 る非公開決 ２.12

のデータを記録した文書の 定は妥当

不存在による非公開決定処

分に対する審査請求に関す

る件
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５ 秋田県情報公開審査会の運営状況

秋田県情報公開審査会は、条例第18条の規定に基づいて設置された知事の附属

機関です。平成27年度は12回開催し、５件の諮問事案を審査し、そのうち４件に

ついて答申しています。

審査会 年月日 審 議 事 項

第239回 H27.４.13 ・諮問第119号の答申案の審議

・諮問第123号の概要説明

第240回 H27.５.12 ・諮問第119号の答申案の審議【答申決裁】

・諮問第121号の意見陳述（審査請求人）

・諮問第122号の意見陳述（審査請求人）

第241回 H27.６.16 ・諮問第121号の意見陳述（諮問庁）

・諮問第122号の意見陳述（諮問庁）

第242回 H27.７.14 ・諮問第121号の答申案の審議

・諮問第123号の意見陳述（異議申立人及び諮問庁）

第243回 H27.８.19 ・諮問第121号の答申案の審議【答申決裁】

・諮問第122号の答申方針の審議

・諮問第124号の概要説明

第244回 H27.９.17 ・諮問第122号の答申案の審議

・諮問第124号の意見陳述（審査請求人）

第245回 H27.10.23 ・諮問第124号の意見陳述（諮問庁）

第246回 H27.11.17 ・諮問第122号の答申案の審議【答申決裁】

第247回 H27.12.22 ・諮問第123号の答申案の審議

・諮問第124号の答申案の審議

第248回 H28.１.19 ・諮問第123号の答申案の審議

・諮問第124号の答申案の審議【答申決裁】

第249回 H28.２.25 ・諮問第123号の答申案の審議

第250回 H28.３.17 ・諮問第123号の答申案の審議

（参考）【秋田県情報公開審査会委員名簿（平成27年10月19日改選後）】

会 長 柴 田 一 宏 弁護士

会長代理 三 浦 清 弁護士

阿 部 千鶴子 司法書士

池 村 好 道 白鷗大学法学部教授

田 仲 和 子 消費生活実践グループin秋田「こまちの会」副代表

※任期（自：平成27年10月19日～至：平成29年10月18日）
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６ 情報提供等の状況

情報公開制度の発足と同時に、「情報公開総合窓口」を設置しました。情報公

開総合窓口の主な業務は、情報公開制度に関する相談、公開請求の受付等ですが、

情報公開の一方の輪ともいわれる情報提供も重要な業務となっています。

ここでいう情報提供とは、公開請求により行政文書を閲覧することではなく、

行政情報を加工又は編集した行政資料等による情報の提供を指します。

資料の提供等による情報提供は、求める情報が分かりやすく整理されているこ

と、時間を要することなく求める情報を入手できること等の利点があります。

平成９年４月には県のホームページ「美の国あきたネット」を作成し、インタ

ーネットによる情報提供を開始したほか、平成11年11月には提供する情報の範囲、

方法等について統一的な基準を定め、積極的な情報提供が行われるよう「情報提

供の総合的推進に関するガイドライン」を制定しています。

また、今後も情報提供施策の充実に努め、情報の公開の総合的な推進を図るこ

ととしています。

情報公開総合窓口には、情報提供の推進を図る意味から、行政資料約20,000冊

（県の長期計画、各課所の業務概要、事務手引類、国勢調査等の統計資料、白書

類、年報、例規集等）を配架し、自由に縦覧できるようにしています。

なお、このほか情報公開総合窓口には、実施機関が保有している行政文書の検

索に必要な資料として、行政文書の簿冊目録も作成し配架しているほか、行政文

書検索用パソコンを備え置いています。

これまでの情報提供、行政資料縦覧者等の状況は、次のとおりです。

H22まで H23 H24 H25 H26 H27
12,494 654 619 120 28 33

件 件 件 件 件 件
75,596 929 928 674 537 924

人 人 人 人 人 人
7,384 68 90 82 77 103

人 人 人 人 人 人
16,880 115 176 149 165 182

冊 冊 冊 冊 冊 冊

資料等縦覧者数

資料等貸出者数

資料等貸出冊数

区　　　分 合　　　計

情 報 提 供

昭和62年10月～平成28年３月

人

人

件

冊17,667

7,804

79,588

13,948
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７ これまでの取組状況

年 月 事 項

S55.10 ・「情報公開制度の研究に関するプロジェクトチーム」を設置

S56.４ ・同上プロジェクトチーム報告書を提出

10 ・「情報公開制度検討班」を設置

班長：総務部次長

班員：各部主管課、行政委、関係課の総務担当参事、補佐

S57.５ ・情報公開に向けて、文書管理改善の基礎資料とするため、「全庁文書実態調査」

～S58.６ を実施

S58.５ ・情報公開制度検討班に、「法制」、「公開基準」、「文書管理システム」の３部

会を置き、調査検討に入る

８ ・情報公開の一環として「行政情報センター」を総合庁舎内に設置

10 ・県政モニターを対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

S59.５ ・情報公開制度検討班「情報公開制度に関する調査検討報告書」を知事に提出

６ ・「情報公開準備委員会」を設置

委員長：総務部長 副委員長：総務部次長

班 員：各部主管課長、行政委員会、関係課長

７ ・職員啓発用パンフレット（検討班報告書の概要）の配布（見開き８頁）

７ ・地方機関の文書保管状況調査

８ ・職員を対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

９ ・全庁を対象とする非公開文書調査

９ ・文書管理改善運動はじまる 第１ステップとして文書の選別・廃棄運動の実施

S60.３ ・記録書庫整理完了（収蔵能力の倍増）

S60.４ ・文書管理改善運動の第２ステップとして文書の分類・整理運動の実施

６ ・文書管理改善運動の第３ステップとして文書の検索・活用運動の実施

12 ・情報公開準備委員会「公文書公開制度大綱試案」作成

12 ・情報公開懇談会設置

S61.６ ・情報公開懇談会小委員会設置

10 ・情報公開懇談会 提言書提出

12 ・情報公開準備委員会 幹事会「公文書公開条例大綱」作成

S62.２ ・「秋田県公文書公開条例案」県議会２月定例会提出

２ ・県文書管理規定を制定（昭和62年４月施行）

３ ・「秋田県公文書公開条例」公布（秋田県条例第３号）（昭和62年10月１日施行）

S62.４ ・制度の実施に向け、文書広報課県政情報室を設置

５ ・自治研修所での職員研修実施（５月から12月まで延26回）

６ ・行政資料の収集、管理、利用等に関する要綱を制定

７ ・職員向け「情報公開だより」第１号を発行

９ ・知事が管理する公文書の公開等に関する規則を制定（10月１日施行）
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S62.９ ・県公文書公開審査会規則を制定（10月１日施行）

９ ・県公文書公開事務取扱要綱の制定（10月１日施行）

９ ・情報公開事務の手引の作成

９ ・県情報公開推進委員会設置要綱作成（準備委と同一のメンバー）

９ ・県民向けパンフレットを作成、配布

10 ・県公文書公開条例施行（10月１日施行）

S63.２ ・職員向け「情報公開だより」第２号を発行

S63.６ ・職員向け「情報公開だより」第３号を発行

10 ・職員向け「情報公開だより」第４号を発行

H元.１ ・「情報提供の手引」の作成

３ ・県民向けポスターを作成・配布

３ ・行政資料目録の作成

H元.６ ・職員向け「情報公開だより」第５号を発行

７ ・県民向けリーフレットを作成・配布

８ ・県政モニターを対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

H２.３ ・行政資料目録追録の作成

３ ・情報公開実施状況報告書の作成

H２.９ ・職員向け「情報公開だより」第６号を発行

H３.３ ・県民向けリーフレットを作成・配布

H３.４ ・情報公開実施状況報告書の作成

８ ・行政資料目録追録の作成

９ ・職員向け「情報公開だより」第７号を発行

H４.５ ・情報公開実施状況報告書の作成

６ ・行政資料目録追録の作成

７ ・県民向けポスターの作成・配布

11 ・職員向け「情報公開だより」第８号を発行

H５.４ ・情報公開実施状況報告書の作成

10 ・職員向け「情報公開だより」第９号を発行

H６.５ ・情報公開実施状況報告書の作成

６ ・県民向けリーフレットを作成・配布

７ ・行政資料目録の作成

11 ・職員向け「情報公開だより」第10号を発行

H７.６ ・行政資料目録追録Ⅰの作成

６ ・情報公開実施状況報告書の作成

H８.７ ・行政資料目録追録Ⅱの作成

H９.３ ・情報公開実施状況報告書の作成

H10.３ ・制度周知用パンフレットの作成・配布

３ ・情報公開実施状況報告書の作成

H10.６ ・秋田県議会（総務企画委員会）に対し「公開条例改正案の骨子」説明

９ ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例案を県議会９月定例会に提出
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H10.９ ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例案が県議会９月定例会で可決

10 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例の公布（平成11年４月１日施行）

10 ・秋田県行政資料目録作成（10年９月版）

H11.２ ・改正条例に関する職員説明会（県内３ブロック）

３ ・情報公開実施状況報告書の作成

３ ・「情報公開事務の手引」（条例改正に伴うもの）の作成

３ ・情報公開制度のパンフレット（条例改正に伴うもの）の作成

３ ・公文書公開請求書（条例改正に伴うもの）の作成

H12.２ ・情報公開実施状況報告書の作成

２ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案を県議会９月定例会に提出

３ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案が県議会９月定例会で可決

３ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成12年４月１日施行）

H12.12 ・情報公開実施状況報告書の作成

H13.２ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案を県議会２月定例会に提出

３ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案が県議会２月定例会で可決

３ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成13年４月１日施行）

H13.９ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案を県議会９月定例会に提出

10 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案が県議会９月定例会で可決

10 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成14年４月１日施行）

10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H14.２ ・「情報公開事務の手引」（条例改正に伴うもの）の作成

３ ・改正条例に関する職員説明会（県内３ブロック）

３ ・情報公開制度パンフレット（条例改正に伴うもの）の作成

H14.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H15.２ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案を県議会２月定例会に提出

３ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案が県議会２月定例会で可決

３ ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成15年４月１日施行）

H15.８ ・情報公開実施状況報告書の作成

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案を県議会12月定例会に提出

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例案が県議会12月定例会で可決

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成16年４月１日施行）

H16.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

12 ・秋田県職員定数条例等の一部を改正する条例案を県議会12月定例会に提出

12 ・秋田県職員定数条例等の一部を改正する条例案が県議会12月定例会で可決

12 ・秋田県職員定数条例等の一部を改正する条例の公布（同条例による秋田県情報公

開条例の一部改正。平成17年４月１日施行）

H17.11 ・情報公開実施状況報告書の作成

H18.２ ・秋田県情報公開条例等の一部を改正する条例案を県議会２月定例会に提出

３ ・秋田県情報公開条例等の一部を改正する条例案が県議会２月定例会で可決

３ ・秋田県情報公開条例等の一部を改正する条例の公布（同条例による秋田県情報公
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開条例の一部改正。平成18年４月１日施行）

（刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成17年法律第50号）の施行の日

から施行）

H18.８ ・情報公開実施状況報告書

H19.６ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例案を県議

会６月定例会に提出

６ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例案が県議

会６月定例会で可決

７ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布

（同条例による秋田県情報公開条例の一部改正。平成19年10月１日施行）

（郵政民営化法等の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律（平成17年10月21

日法律第102号）の施行の日から施行）

H20.２ ・情報公開実施状況報告書の作成

H20.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H21.11 ・情報公開実施状況報告書の作成

H22.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H23.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H24.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H25.２ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例案を県議

会２月定例会に提出

３ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例案を県議

会２月定例会で可決

３ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布

（同条例による秋田県情報公開条例の一部改正。平成25年４月１日施行）

（国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関

する法律等の一部を改正する等の法律（平成24年法律第42号）の施行の日から施

行）

H25.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H27.２ ・情報公開実施状況報告書の作成

２ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例案を県議

会２月定例会に提出

３ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例案が県議

会２月定例会で可決

３ ・秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部を改正する条例の公布

（同条例による秋田県情報公開条例の一部改正。平成27年４月１日施行）

（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成26年法律第66号）の施行の日

から施行）

H28.２ ・行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案を県議会２月定例会

に提出

３ ・行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案が県議会２月定例会
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で可決

H28.３ ・行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の公布（同条例による

秋田県情報公開条例の一部改正。平成28年４月１日施行）

（行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行）

３ ・情報公開実施状況報告書の作成

H29.１ ・情報公開実施状況報告書の作成


